
主な改正点は次のとおりです。

第１ 連結納税基本通達関係

１ 連結納税に係る承認申請等

○ 連結納税の再申請（連基通１－３－７ 新設）

連結納税の承認を取り消され又は連結納税の適用の取りやめの承認を受けた

法人が、再度、連結納税の承認を受けるためにはその承認の申請時において一

定の期間（取消しの日から５年を経過する日の属する事業年度終了の日までの

期間又は取りやめの承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌

日から５年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間）を経過してい

る必要がある（法４の３、令14の３三～五、二）ことを明らかにしていま

す。

２ 連結子法人株式の帳簿価額の修正

○ 連結子法人株式の帳簿価額修正の順序（連基通１－８－４ 新設）

連結子法人株式の帳簿価額修正（いわゆる投資価額修正）は、連結法人が当

該株式の譲渡等をした場合に当該株式の発行法人である連結子法人の連結個別

利益積立金額の増減額（連結法人株式の帳簿価額修正額）を基礎として、連結

法人が保有する当該連結子法人株式の帳簿価額を修正することとされています

（令９の２）。

この場合に、投資価額修正の対象となる株式の発行法人である連結子法人が

他の連結子法人の株式を有しているときなど、複数の連結法人に投資価額修正

が必要なときには、まず、その有する他の連結子法人株式の帳簿価額の修正

（投資価額修正）を行ったうえ、この修正後の金額に基づいて当該連結子法人

の株式の帳簿価額の修正を行う必要があります。そこで、投資価額修正が必要

となる連結法人のうち、連結親法人から連鎖する資本関係において、これが最

も下位である連結法人の株式から、順次投資価額修正を行うことを明らかにし

ています。

３ 連結法人の受取配当等の益金不算入額

○ 短期所有株式等に該当するかどうかの判定（連基通３－１－６ 新設）
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連結法人が配当等の元本である株式等をその配当計算期間の末日以前１月以

内に取得し、当該末日後２月以内に譲渡した場合のいわゆる短期所有株式等に

に係る配当等の額は、益金不算入の対象とならないこととされています（法81

の４②）。

連結法人が有する配当等の元本である株式等についてその配当計算期間の末

日以前１月以内に取得した事実及び当該連結法人が当該末日後２月以内に譲渡

した事実のいずれもがないものの、他の連結法人のいずれかにこれらの事実が

あるときには、この短期所有株式等に係る配当等の額を計算する場合に該当す

ることを例示的に明らかにしています。

４ 連結納税への加入等に伴う資産の時価評価損益

○ 他の連結グループに加入した後に離脱した連結法人の時価評価損益等（連基

通13－２－３ 改正）

連結法人が他の連結グループに加入することとなった場合には、その加入直

前の連結事業年度において時価評価資産に係る評価損益の計上及び一定の長期

割賦販売等に係る収益・費用の損益計上を行うこととされています（法61の12

、63）。

連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益

○ 連結納税への再加入時の時価評価の要否（法基通12の３－２－４ 改正）

法人が連結納税を開始する場合又は連結納税に加入する場合には、一定の法

人を除きその開始又は加入直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産（時
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当該改正を踏まえ、当該連結法人が他の連結グループに加入後最初の連結事

業年度に当該他の連結グループから離脱した場合であっても、当該益金の額に

算入した当該特別勘定の金額については修正を行わないことを明らかにしてい

ます。

参考：法人税基本通達12の３－２－３と同旨

を有しているときについてもこれを取り崩して加入

今回の税制改正により、租税特別措置法に規定する特別勘定の金額で一定

のもの（1，000万円以上）

直前の連結事業年度の連結所得の計算上、益金の額に算入することとされまし

た（措法68の71等）。
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価評価を要する一定の資産）について時価評価損益（その時の帳簿価額と時価

との差額）の計上を行うこととされており（法61の11、61の12）、このこ

とは連結納税に再加入する場合も同様です。

今回の税制改正により、株主である連結子法人が解散したことに伴って連結

納税の承認を取り消された法人が、その解散をした連結子法人（解散法人）の

残余財産が解散法人の株主に分配されたことにより同一の連結グループに再加

入することとなった場合には、その再加入時の時価評価損益の計上は要しない

こととされたため（法61の12五）、当該改正に伴う改正を行ったものです。
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